
木津川市国民健康保険運営協議会　会議要旨
	会議名
	平成２７年度第２回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	平成２８年１月２８日(木)
午後２時００分から午後３時３０分
	場所
	木津川市役所　４－３会議室

	出席者
	委員

■：出席

□:欠席
	１号委員

（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、■桝井惠子 委員、■尾﨑田鶴 委員

■樋垣育夫 委員、■村上惠子 委員、■福井保知 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	□飯田泰啓 委員、□松井清明 委員、■若菜和雄 委員

□木村英樹 委員、■大西　太 委員、■山口政延 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■福井博敏 委員、■大井健司 委員、□辻　清康 委員

■山本　貢 委員、■武田博利委員、■森　好美 委員

	
	市理事者
	■田中副市長

	
	
	■保健福祉部　森部長

	
	庶務（事務局）
	（国保医療課）国保医療課 前川課長、藤澤課長補佐

秋元係長、松下主査

	傍聴者
	 なし

	議題


	１．開会
２．資格審査

３．会長あいさつ
４．市長あいさつ

５．会議録署名委員の指名

６．議事

　（１）平成２８年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について

　（２）平成２８年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について
　（３）その他

７．閉会

	会議結果要旨


	１．開会

　　　・　開会宣言
　　　・　新委員の紹介

２．資格審査
・　会議成立の資格審査
３．会長あいさつ
　　　・　福井会長あいさつ
４．市長あいさつ

　　　・　田中副市長（市長代理）あいさつ

５．会議録署名委員の指名
　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名
６．議事
（１）平成２８年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について
・　平成２８年度木津川市国民健康保険事業計画（案）の説明
・　質疑・応答
　（２）平成２８年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について

　　　　　・　平成２８年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）の概要説明

　　　　　・　質疑・応答
（３）その他

　　　　　・　意見及び質疑・応答

７. 閉会
・　議事終了及び議長降壇
・　閉会宣言

	会議経過要旨


	１．開会

　　　事務局が開会を宣言した。
２．資格審査

委員１８名中 １４名の出席により、会議が成立していることを確認した。
３．会長あいさつ
　　　　福井会長が開会に際してあいさつを行った。
　　　　要旨は、次のとおり。

・　任期満了に伴い継続して就任いただいた委員、また新しく就任いただいた委員もおられるが、各委員には今後とも協議会運営にあたって協力をお願いしたい。
　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。
４．市長あいさつ

　　　河井市長の代理として田中副市長があいさつを行った。
要旨は、次のとおり。
・　国民健康保険は、市民の皆様の健康保持、増進に大変重要な役割を果たしているとともに、国民皆保険の要、セーフティネットとなっている。
・　平成３０年度には、国民健康保険において大きな改革が行われ、新たに都道府県が保険者として加わり、財政基盤の安定化、広域的に取り組むべき計画や事務において役割を担うことになる。一方、市町村では保険資格の認定、保険証の発行、保険税の賦課徴収、保健事業など市民に近い立場を生かした役割を担うことになる。
・　引き続き、委員のご見識を賜って国保事業運営の安定化に努めて行きたいと考えているので、今後とも委員の皆様のご協力をお願いしたい。
５．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として村上委員と森委員を指名した。
６．議事
　　　　福井会長が議長となり議事を進行した。

　（１）　審議　平成２８年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について

【配布資料】

　　・　平成２８年度木津川市国民健康保険事業計画（案）
【事務局説明の概要】

　　　　　　　平成２８年度木津川市国民健康保険事業を実施するにあたって、次の点を重点施策とし国保事業の運営安定化を図る。

①　医療費の適正化
②　国保税収納率の向上
③　広域化に向けた対応準備
④　適用の適正化

⑤　保健事業の推進
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　データヘルス計画について平成２６、２７年度と取り組んでいるが進捗状況は。
　　　　　　➤　データヘルス計画については、平成２６年度に策定、今年度（平成２７年度）は計画に基づき事業を実施しており、今年度の実施状況を踏まえて平成２８年度は改良を加えながら実施していく。
　　　　　　○　国民健康保険加入の手続きに遅延があった場合、医療費給付はいつまで遡るのか。
➤　加入の届け出が遅れた場合、現状では１４日以内の医療費については見ることとしています。
○　健康事業について、国保だけの事業ではなく全市的な取り組みができないか。
➤　４月からは部の名前も健康福祉部に改めまして、健康第一と言う形で取り組んで行きたいと考えている。みなさんの意見を参考にしながら計画していきたい。
○　後発医薬品利用差額通知事業について、ジェネリック医薬品の利用状況はどのようになっているか。
➤　事業通知を始めた平成２６年８月の普及率が45.44％であったが、平成２７年１２月の普及率が51.2％となっており徐々にではあるが効果が出てきていると考える。
　　　　【審議結果】
　　　　　　　承認
　（２）　審議　平成２８年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について

【配布資料】

　　・　資料１　平成２８年度国民健康保険特別会計予算（案）（概要）について
　　・　資料２　平成２８年度国民健康保険特別会計（予算案付属資料）
【事務局説明の概要】

・　当初予算の規模は、82億4,380万8,000円としている。対前年度で

2億3,048万8,000円、2.9％の増加である。

・　歳入では、国保税収は、今日の経済状況から所得の伸びが見込めないため前年度より1.7％減の15億8,674万1,000円で算定した。また国や府の支出金については前年度並みと見込んでいる。また、共同事業交付金については、保険財政共同安定化事業交付金算定基準となる医療費の増加により17億223万8,000円、10.3％の増とした。
・　歳出では、医療費の傾向を反映して保険給付費の増加を見込み51億72万5,000円、2.2%の増とした。また、共同事業拠出金については、保険財政共同安定化事業交付金算定基準となる医療費の増加により17億3,724万7,000円、6.8％の増とした。保健事業費においては、後発医薬品利用差額通知やデータヘルス計画の推進のための健康づくり教室等の実施に向け1億2,587万3,000円、2.5％の増とした。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　事業計画において、医療費の適正化への取り組みとしてレセプト点検（委託業務）により一層の効果を図るとしているが、一般管理費の委託料が前年度より減額になっているのはなぜか
➤　一般管理費の委託料にはレセプト点検委託料の他にも国民健康保険証の発送業務やシステム関係の保守点検委託料なども含まれています。国民健康保険証については２年に１回の更新となり、平成２８年度には国民健康保険証の一斉更新業務がないために前年度より減額となっている。
　　　　【審議結果】
　　　　　　　承認
　（３）　その他
　　　　【配布資料】

　　　　　　・　資料①　平成２８年度税制改革の参考資料
　　　　　　・　資料②　持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律案の概要

【平成２８年度税制改革等についての事務局説明の概要】
・　平成２８年度税制改革が行われる中で、国民健康保険税において、課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しにより平成２８年度からは基礎課税額（医療費分）に係る課税限度額を現行52万円から54万円に、後期高齢者支援金等に係る課税限度額を17万円から19万円に引き上げる。また、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行の26万円から26.5万円に、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行の47万円から48万円に引き上げようとするものである。
・　もう一点は、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるとし、国民健康保険の安定化に向けて、国保への財政支援の拡充により、財政基盤の強化、平成３０年度から、都道府県が財政運営の主体責任となり国保運営に中心的な役割を担い制度を安定化させることになる。また医療費適正化計画の見直し、予防、健康づくりの促進として、都道府県が地域医療構想と整合的な目標を計画の中に策定するとともに、保険者が行う保健事業で予防、健康づくりに関する取組みについて被保険者への自助努力への支援が盛り込まれた。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　先ほどの説明で健康づくりに関する保険者の自助努力に対する追加支援の話があったが、これは国保が取り組む事業に対してであり、国保に加入していない市民は参加できなと言うような問題もある。このようなことから市全体で取組む保健事業を行えればよいと考える。
➤　市民の皆様方が健康で暮らしていただきたいというのが市としての願いでもあることから、今後も取組みに向けて協議していきたい。
○　木津川市では健康推進課や社会教育課、また国保医療課と言うようにそれぞれの課で市民の健康づくり事業を行っている。この部分を各課が連携して取り組んでいただければより推進につながるのではないか。
➤　最終的には一旦皆さん国民健康保険を経て後期高齢者医療にいっていただくことになります。そういった意味から国民健康保険に加入される際には健康で来ていただきたいと思っています。市民の皆さんにおいてはいろいろな状況がございますので各課において事業を実施することも大切であるし、また連携しながらより効果的に取り組んで行きたいと市としても考えている。
○　平成３０年度からの国保都道府県一元化により、木津川市の保険税は基本を京都府が決めるのか。
➤　保険税については、京都府が各市町村より吸い上げたデータから算定し、その算定を基に標準額を決めていく形になる。その標準額を基に各市町村において独自の保険事業等も含め市町村において安定的に国保を運営していける金額を決めていくことになる。
【審議結果】
異議なし
７．閉会

議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。


	その他
特記事項
	特になし
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